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令和 4年度 

企画提案型利用間伐等促進事業 事業実施のポイント 

 

１、企画提案型による事業実施メリット 

 

事業体の経営安定のための複数年にわたる事業量の確保 

◎提案者による要望が可能な項目の一例 

・事業量の確保 

・保育施業の同時提案 

・施業内容・方法・期間 

・売払い先 

・売払い ABC材別出材率 

・売払い手数料 

・売払い運搬単価 

・通勤補正（事業体から現場までの距離） 

※ただし、内容によっては協議が必要となる場合があります。 

 

 

２、素材販売業務実績報告書の提出 

 

・ 例年、提出をお願いしているところですが、利用間伐事業を実施した事業体の皆様

は、売払い完了後、素材販売業務実績報告書を提出してください。 

 

・ 報告書に伝票を添付する際に、他の造林地からの材と一緒に納材するなどして伝票上

で公社分の抽出が難しい場合、『伝票記載分のうち○○○m3が公社分』というように記

載してください。 

 

 

 

３、共同事業体による入札 

 

・ 前年度に引き続き、共同事業体による入札では登録方法等にご注意願います。新たに

「共同事業体」での事業実施を検討されている事業体の方は、森林・林業課までお問い

合わせください。 
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４、提案書提出時及び事業実施時の注意点 

 

① 提出場所と提出方法 

 

② 提案書作成時の留意点（「令和 4年度「企画提案型利用間伐等促進事業」に係る企画

提案書作成のための仕様書」より抜粋） 

 

 

 

 

 

③ 提案書の作成及び提出時に、とくに考慮していただきたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案書の宛先・・・（公社）新潟県農林公社 森林・林業課 藤井 

提 出 方 法 ・・・持参・書留郵便・配達証明郵便・宅配便（ポスト投函は不可） 

提案書の１枚目は表紙とし、｢新潟県農林公社企画提案型利用間伐等促進事業企画提

案書｣と表題を付し、当該提案書の団地名、提出者名ならびに本件の担当者及び連絡先

を明記すること。 

１ 提案書提出前に事業参加申込書の提出を必ずお願いします。参加申込書の提出が

無い場合は参加申込書を提出した事業体を優先、もしくは提案書提出の先着順とな

ります。また、複数年度の計画がある場合は利用間伐事業計画実施希望調査書（別

紙様式 2）の提出をお願いします。参加申込のあった団地については、随時 HPにて

申込状況を公開します。 

２ 県森連・市町村等による木材の運搬補助等を活用する場合には、提案内容への反

映をお願いします。 

４ 提案書内の公社収支の欄について記入をお願いします。補助金の算出方法などわ

からないことがありましたらお問い合わせください。 

 

３ 既設造林作業路の修繕等が必要であると事前に判明している場合は、その旨を提

案書内の《森林施業プランナーからの事業実施提案ポイント》内に記入願います。 

状況写真等がありましたら添付してください。 
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５、提案書ひな形の改正について 

 

〇追加事項 

審査会にてＦＬ・ＦＷの在籍状況や過去の労災発生状況等の情報が必要となることから、

提案書ひな形に《フォレストリーダー、フォレストワーカーの在籍状況》と、《過去 3カ

年以内の労災発生状況》を記入する欄を新たに設けました。 

 

〇提案書記載事項の簡素化 

第１１次５カ年計画作成に向けた林業事業体アンケート調査結果により、提案書記載事

項の簡素化について検討しました。 

 

・《実施年度計画》の【現在の状況】について 

実施年度の「間伐木樹高・胸高直径、立木成立本数、根元曲がり高、林内地形傾斜」の記

載はプロット調査表にてわかる事項ですので、提案書には記載を不要としました。 

 

・《事業体の概要》《事業実施体制》について 

事業体の「従業員数、主な事業内容」の項目を記載不要、「公社造林の実績」は利用間伐

の実績のみ記載することとし、実施体制は「現場組織体制表」の記載を不要とします。 

 

 


